
役員報酬規程

(目 的)

第 1条 この規程は、定款第 19条の規定に基づき役員の報酬及び費用弁償の

支給などについて必要な事項を定める。

(報酬)

第 2条 役員は、役員の総数の3分の 1以下の範囲で、総会が議決する報酬

を受けることができる。

(費用弁済)

第 3条 役員にはその職務を執行するために要した通信費、交通費、会議費、

出張先宿泊費・食費などを含む費用を弁償することができる。役員は当該費

用を支出したことを確認できる文書 (領収書など)を事務局に提出し、事務

局が当該役員に支払うものとする。役員が職員の職務を執行する場合も同様

とする。

(変更)

第 4条 この規程の変更は、総会の議決を経て会長が定める。

■
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就業規則

第 1章 総則

(目 的)

第 1条 この就業規則 (以下「規則」という。)は、労働基準法 (以下「労基法」という。)

第 89条に基づき、特定非営利活動法人日本ハビタット協会 (以下「協会」という。)の

常勤職員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定める。

2 この規則に定めのない事項については、労基法その他の法令の定めによる。

(適用範囲)

第 2条 この規則は、協会の常勤職員 (以下「職員」という。)に適用する。

2 パー トタイム職員の就業に関する事項については、別に定める。

3 職員の在宅勤務に関する事項については、別に定める.

(規則の遵守)

第 3条 協会は、この規則に定める労働条件により職員に就業させる義務を負 う。

2 職員は、この規則を遵守しなければならない。

第 2章 採用、異動等

(採用手続)

第4条 協会は、就職を希望する者の中から選考して職員を採用する。

2 就職を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。

① 履歴書及び職務経歴書

② 作文

(採用時の提出書類)

第5条 職員として採用された者は、採用された日から2週間以内に次の書類を提出しな

ければならない。

① 住民票記載事項証明書

② その他協会が指定するもの

2 職員は、前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに

書面で協会に変更事項を届け出なければならない。

(試用期間)

第 6条 職員として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間と

する。

2 前項について、協会が特に認めたときは、この期間を短縮し又は延長することがある。
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3 試用期間中に職員として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後

14日 を経過した者については、第 48条第 2項に定める手続によつて行 う。

4 試用期間は、勤続年数に通算する。

(労働条件の明示)

第 7条 協会は、職員を採用するときは、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働

時間、休日、その他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則を提示して労働条

件を明示するものとする。

2 この就業規則は、当協会事務所の指定場所にて管理し、職員は自由に閲覧できるもの

とする。

3 職員の労働条件を変更した場合には、協会は労働条件変更通知書を当該職員に交付す

る。

(人事異動)

第 8条 協会は、業務上必要がある場合には、職員に対して就業する場所及び従事する業

務を変更し、又は出向を命ずることがある。

2 職員は、正当な理由なく前項の命令を拒むことができない。

第 3章 服務規律

(服務)

第 9条 職員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、協会の指示命

令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。

(遵守事項)

職員は、以下の事項を守らなければならない。

勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと。

上司の命令又は指示に従い、報告をすること。

協会の許可なく職務以外の目的で協会の施設、備品、物品などを使用しないこと。

常に品位を保ち、協会の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。

職務に関連して自己の利益を図り又は他人より不当に金品を借用し、若しく

は贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。

⑥ 許可なく他の会社、機関、団体などの業務に従事しないこと。

⑦ 酒気をおびて就業するなど職員としてふさわしくない行為をしないこと。

(セ クシャルハラスメントの禁止)

第 11条 職員は、性的な言動によつて他の職員及びパー トタイム職員に不利益を与えた

り就業環境を害したりするなど、職場の風紀、秩序を乱してはならない。
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第 12条 職員は、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした業務の適正

な範囲を超える言動により、他の職員に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を

害したりするようなことをしてはならない。

(個人情報保護)

第 13条 職員は、協会及び関係先等に関する情報の管理に十分注意を払 うとともに、自ら

の業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。

2 職員は、会員、寄付者、協会の役職員などの個人情報を漏らすなど、個人情報保護法

に違反する行為をしてはならない。

3 職員は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた協会及

び関係先等に関するデータ 0情報書類等を速やかに返却しなければならない。

(始業及び終業時刻の記録)

第 14条 職員は、始業及び終業の時刻を勤怠ツールにより自ら記載しなければならない。

2 監督者は、勤怠ツールにより記載された事項に基づいて業務が行われるよう、適切な

監督及び指導を行う。

(遅刻、早退、欠勤等)

第 15条 職員は、遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で勤務場所から外

出する際は、事前に事務局長に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを

えない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければ

ならない。

2 欠勤、遅刻、早退又は私用外出により労働 しなかった時間については、この規則によ

り特段の定めがある場合を除き、賃金を支払わないものとするが、あらかじめ職員から

申出があり、協会が認めた場合は、その時間を年次有給休暇に振り替えることができる。

3 傷病のため継続して 7日 以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならな

い 。

第4章 労働時間、休憩及び休日

(労働時間及び休憩時間)

第 16条 労働時間は、1週間については個)時間、1日 については 8時間とする。

2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとお りとする。ただし、業務の都合その他や

むを得ない事情により、これらを繰 り上げ、又は繰 り下げることがある。

始業・終業時刻 休憩時間

始業  午前 9時 30分
午後 12時から午後 1時まで

終業  午後 6時 30分

3 始業及び終業の時刻の管理は、協会が定める勤怠ツールによつて行う。

Ｑ
υ



(休 日)

第 17条 休日は、次のとおりとする。

① 土曜日及び日曜日

② 国民の祝日

③ 年末年始

④ 夏季休日

⑤ その他協会が指定する日

2 業務の都合により協会が必要と認める場合は、前項の休日をあらかじめ定める他の日

と振り替えることがある。この場合において振り替えられた休日の勤務は、正規の労働

日の勤務として取り扱う。

(時間外及び休日労働)

第 18条 協会は、業務の都合により労基法第 36条に基づく協定の範囲内において、第

16条の所定労働時間を超え又は第 17条の所定休日に労働させることがある。

2 前項の労働は、事務局長の事前の指示により行 う。ただし、やむを得ない事情により

事前の指示を行えなかった場合には、事後速やかに行う。

3 妊娠中の女性又は産後1年を経過しない女性職員 (以下「妊産婦」という。)であって

請求した者及び18歳未満の者については、法定労働時間を超える労働、法定休日におけ

る労働又は深夜 (午後10時から午前5時まで)における労働には従事させない。

4 協会は、災害その他避けることのできない事由によつて臨時の必要がある場合には、

前項の請求のあった妊産婦を除き、第 1項から前項までの制限を超えて法定労働時間を

超える労働、法定休日における労働又は深夜における労働を行わせることがある。

第 5章 休暇等

(年次有給休暇)

第 19条 採用日から6か月間継続勤務し、協会の定める所定労働日数の 8割以上出勤した

職員に対しては、10日 の年次有給休暇を与える。その後 1年間継続勤務するごとに、当該

1年間において所定労働日の 8割以上出勤した職員に対しては、下の表のとおり勤続期間

に応じた日数の年次有給休暇を与える。

2 前項の年次有給休暇は、職員があらかじめ請求する時季に取得させる。職員は、原則

として取得 しようとする日の5日 前までに協会に対 して請求 しなければならない。ただし、

職員が請求 した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合

は、他の時季に取得させることがある。

3 第1項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱

４
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勤続期間 6か月
1年

6か月

2年
6か月

3年
6か月

4年
6か月

5年
6か月

6年
6か月以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日



り。

① 年次有給休暇その他の有給休暇を取得した期間

② 第26条の規定による育児休業及び介護休業期間

③ 業務上の負傷又は疾病により療養のために体業した期間

4 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰 り

越して取得することができる。

5 前項において、繰 り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれ

も取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。

6 協会は、毎月の賃金計算締切日における年次有給休暇の残日数を、当該賃金の支払明

細書に記載して各職員に通知する。

7 業務上以外の傷病などによる欠勤があった場合、職員が事前に申し出て、協会が認め

たときは、その欠勤日を第 1項の年次有給休暇に振り替えることができる。

(年次有給休暇の時間単位での付与)

第 20条 前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について 5日 の範囲内で、次により時間

単位の年次有給休暇 (以下「時間単位年体」という。)を与える。

① 時間単位年体を取得する場合の 1日 の年次有給休暇に相当する時間数は、8時間

とする。

② 時間単位年体は、1時間単位で付与する。

③ 上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。

(産前産後の休暇)

第 21条 6週間 (多胎妊娠の場合は 14週間)以内に出産予定の女性職員から請求があっ

たときは、産前休暇を与える。

2 産後8週間を経過していない女性職員は、就業させない。ただし、産後6週間を経過 し

た女性職員が請求した場合において、その者について医師が支障ないと認めた業務に就

かせることを妨げない。

(母性健康管理の措置)

第22条 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員から、所定労働時間内に母子保健法

(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申出があったと

きは、次の範囲で所定労働時間内通院を認める。

(1)産前の場合

① 妊娠23週まで  4週に1回

② 妊娠24週から35週まで  2週に1回

③ 妊娠36週から出産まで  1週に1回

ただし、医師又は助産師 (以下「医師等」という。)がこれと異なる指示を

したときには、その指示により必要な時間

(2)産後 (1年以内)の場合

医師等の指示により必要な時間

2 妊娠中又は出産後 1年を経過しない女性職員から保健指導又は健康診査に基づき勤務
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時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合には、次の措置を講ずる。

① 妊娠中の通勤緩和措置として通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則

として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤を認める。

② 妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数

を増やす。

③ 妊娠中又は出産後の女性職員が、その症状等に関して指導された場合は、医師等

の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。

(育児時間及び生理体暇)

第23条 1歳に満たない子を養育する女性職員から請求があったときは、休憩時間のほか1

日について2回、1回について30分の育児時間を与える。

2 生理日の就業が著しく困難な女性職員から請求があったときは、2日 以内の休暇を与え

る。

(慶弔有給休暇)

第 24条 職員が申請した場合は、次のとおり慶弔のための有給休暇を与える。

① 本人が結婚したとき 5日

② 妻が出産したとき  3日
③ 配偶者が死亡したとき 10日 (上・日0祝 日を含む。)

④ 父母又は子が死亡したとき 葬祭を主催する者にあっては 7日 、その他の者にあ

つては 4日 (土・日・祝日を含む。)

⑤ 兄弟姉妹、祖父母、又は配偶者の父母が死亡したとき 3日 (± 0日・祝日を含む。)

(裁判員等のための有給休暇)

第 25条 職員が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合に

は、次のとおり有給休暇を与える。

① 裁判員又は補充裁判員となった場合  必要な日数

② 裁判員候補者となった場合  必要な時間

(育児・介護休業、子の看護休暇等)

第 26条 職員は、1歳 (法で定める一定の場合には 1歳 6か月)に満たない子を養育する

ため必要があるときは、協会に申し出て育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用

を受けることができる。

2 職員のうち必要のある者は、協会に申し出て介護体業をし、又は介護短時間勤務制度

の適用を受けることができる。

3 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、負傷し又は疾病にかかつた当

該子の世話をするために、1年間につき5日 間を限度として子の看護休暇を取得すること

ができる。この場合の 1年間とは、4月 1日 から翌年 3月 31日 までの期間とする。ただ

し、入社 6か月未満の職員はこの限りではない。

4 育児休業、介護体業、育児介護短時間勤務制度及び子の看護休暇については、「育児

休業、介護休業等又は家族介護を行 う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号。
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以下「育児・介護休業法」という。)の定めるところによる。

第 6章 賃金

(賃金の構成)

第 27条 賃金の構成は、次のとおりとする。

基本給

賃金 =:ヽ
セ

す 」

家族手当

通勤手当

役職手当

精勤手当

出張手当

休日手当

所定外労働賃金

法定休日労働賃金

深夜労働賃金

割増賃金

(基本論)

第 28条 基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して、各人別に会長

が決定する。

(家族手当)

第 29条 家族手当は、次の家族を扶養する職員に支給する。この場合の扶養とは、健康保

険法上の扶養を意味する。

① 配偶者 月額5,∞0円

② 18歳未満の子 1人につき月額5,000円

2 家族手当は、職員が扶養家族をもった月から支給を開始し、扶養家族がいなくなった

月まで支給する。

3 職員は、扶養家族に変更があった場合には、遅滞なく協会に届け出なければならない。

4.前項の届出が遅れた場合、虚偽の申告をした場合は、家族手当を支給しない。

(通勤手当)

第 30条 電車、バス等の公的交通機関を利用して通勤する者については、通勤に要する実

費に相当する額を支給する。通勤の経路は協会が認める最短経路とする。

2 運賃の改定又は住所変更等により通勤手当の額に変更が生じた場合は、速やかに協会

に届け出るものとする。この場合においては、原則として、通勤手当の変動月より通勤

手当の支給額を変更するものとする。
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(役職手当)

第 31条 役職手当は、対象となる職員の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して、

各人別に会長が定める。

2 昇格によるときは、発令日の属する賃金月から支給する。この場合、当該賃金月にお

いてそれまで属していた役付手当は支給しない。

3 降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から支給しない。

(精勤手当)

第 32条 精勤手当は、当該賃金計算期間における出勤成績に応じ、職員 (管理監督の地位

にある者を除く。)に次のとおり支給する。

① 無欠勤の場合 月額 5,000円

② 欠勤 2日 以内の場合 月額 3,000円

2 前項の精勤手当の計算において、次のいずれかに該当するときは、出勤したものとみ

なす。

① 年次有給体暇その他の有給休暇を取得したとき。

② 業務上の負傷又は疾病により療養のため休業したとき。

(出張手当)

第 33条 協会の指示により職員が出張を行い、職務を指示どお り遂行 した場合について、

出張手当として日当 1,000円 を支給する。

(休 日手当)

第 34条 協会の指示により職員が第 17条第 1項の休日に出勤した場合、休日手当として

日当 1,000円 を支給する。ただし、同条第 2項の規定によりあらかじめ定める他の日と

休日が振り替えられた場合は、この限りでない。

2.法定休日労働賃金に関しては、第 36条に基づき、別途支給する。

(時間外労働賃金)

第 35条 協会の指示により職員 (管理監督の地位にある者を除く。)が所定労働時間を超

えて勤務した場合には、所定外労働賃金を支給する。

2 始業時刻前又は終業時刻後に勤務した場合でも、所定労働時間を超えて勤務しなけれ

ば、所定外労働賃金は支給しない。

3 時間外労働賃金の額は、以下の計算式に基づくものとする。

① 所定労働時間を超え法定労働時間を超えない部分

(基本給+精勤手当)÷ lヶ 月の平均所定労働時間数×時間外労働時間数

② 法定労働時間を超える部分

(基本給+精勤手当)÷ lヶ 月の平均所定労働時間数× (1+割増率 25%)× 法定超

労働時間数

(法定休 日労働賃金)

第 36条 協会の指示により職員 (管理監督の地位にある者を除く。)が労基法第 35条に基
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づく法定休日に勤務した場合には、法定休日労働賃金を支給する。ただし、第 17条第 2

項の規定によりあらかじめ定める他の日と休日が振 り替えられた場合は、この限りでな

い。

2 法定休日労働賃金の額は、以下の計算式に基づくものとする。

(基本給十精勤手当)÷ lヶ月の平均所定労働時間数× (1+割増率 35%)× 法定休日に

労働 した時間数

(深夜労働賃金)

第 37条 協会の指示により職員が午後 10時から深夜 5時までの間に勤務した場合には、

深夜労働賃金を支給する。

2 深夜労働賃金の額は以下の計算式に基づくものとする。

(基本給+役職手当+精勤手当)÷ lヶ月の平均所定労働時間数× (1+割増率 25%)

×深夜労働時間数

3 第 1項の深夜労働賃金が支払われる労働であって、かつ、当該労働が第 35条の時間外

労働賃金又は第 36条の法定休日労働賃金の対象となる場合には、深夜労働賃金に加えて、

時間外労働賃金 (割増分)又は法定休日労働賃金 (割増分)を支払う。

(休暇等の賃金)

第 38条 この規則に基づく年次有給休暇その他の有給休暇の期間並びに第 22条又は第 23

条第 1項に基づく母性健康管理の措置又は妊娠中の通勤緩和措置等により就業しない時

間等については、所定労働時間労働 したときに支払われる通常の賃金を支払う。

2 前項以外の体暇の期間及び就業しない時間等については、無給とする。

(欠勤等の扱い)

第 39条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃

金を控除する。

2 前項の場合、控除すべき賃金 1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする

基本給■ 1か月の平均所定労働時間数

(賃金の計算期間及び支払日)

第 40条 賃金は、毎月末日に締め切って計算し、翌月 10日 に支払う。ただし、支払日が

休日に当たる場合は、その前平日営業日に繰 り上げて支払う。

2 前項の計算期間の中途で採用された職員又は退職 した職員については、月額の賃金は

当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。

3 前項にかかわらず、退職による場合又は出産、疾病、災害等により費用を必要とする

場合は、すでに労働した時間に相当する賃金を支払日前に支給する。

(賃金の支払と控除)

第41条 賃金は、職員本人の指定する金融機関の預貯金日座へ振込により支払う。

2 次に掲げるものは、賃金から控除する。

① 源泉所得税
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② 住民税

③ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分

(昇給及び降給)

第 42条 本人の能力、業務成果、協会の経営状態などにより、昇給又は降給を行 うことが

ある。

(福利厚生及び慶弔)

第 43条 協会は、職員の福利厚生及び慶弔金の給付を行う。給付金額は別途会長が定める

「福利厚生及び慶弔金について」に従うものとする。

(賞与)

第 44条 賞与は、毎年7月 及び 12月 に支給する。

支給月 支給対象期間

7月 前年 9月 1日 ～当年 2月 末日

12月 当年 3月 1日 ～当年 8月 末日

2 支給対象者は、支給日現在在職している者とする。

3 第 1項の賞与の額は、協会の業績及び職員の勤務成績などを考慮して、各人ごとに会

長が定める。

4 協会の事業成績の低下その他やむを得ない事由が生じたときは、協会は、支給日を変

更し又は賞与を支給しないことがある。

第 7章 定年、退職及び解雇

(定年等)

第 45条 職員の定年は、満 60歳 とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職と

する。

2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は

退職事由に該当しない職員については、満 65歳までこれを継続雇用する。

3 前項の規定により継続雇用される者の労働条件は、別に定める。

(退職)

第

“

条 前条に定めるもののほか、職員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。

① 退職を上司に通知して協会から承認されたとき。

② 期間を定めて雇用されている場合、その期間が満了したとき。

③ 死亡したとき。

④ 行方不明になるなど連絡が取れない状態となつて14日 が経過したとき。ただし、

やむを得ない事由があると協会が認めたときはこの限りでない。

2 前項第 1号により職員が退職しようとする場合は、協会に退職日の 1か月前までに退
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職願を提出しなければならない。

3 前項の規定により退職願を提出した者は、協会の承認があるまで従前の業務に従事し

なければならない。また業務引継ぎその他の手続きを遅滞なく行わなければならない。

4 職員が退職し又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、

賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。

(解雇)

第47条 職員が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。

① 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責を果たし得な

いとき。

② 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換

できない等就業に適さないとき。

③ 精神又は身体の障害により、業務に耐えられないとき。

④ 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、職員として不適格であ

ると認められたとき。

⑤ 事業の縮小その他事業の運営上やむをえない事情により、職員の減員などが必要

となったとき。

⑥ 第 53条第 2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。

⑦ 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の

縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。

③ その他前各号に準ずるやむをえない事情があるとき。

2 前項の規定により職員を解雇する場合は、少なくとも30日 前に予告するものとし、予

告しないときは、平均賃金の 30日 分を解雇予告手当として支払う。

3 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて職員を第 51条第 5号に定める懲戒解

雇する場合又は試用期間中の職員 (14日 を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇

する場合は適用しない。

4 第 1項の規定による職員の解雇に際して職員から請求のあつた場合は、解雇の理由を

記載した証明書を交付する。

第 8章 退職金

(退職金の支給)

第 48条 職員に対しては、中小企業退職金共済制度 (以下、中退共という。)による退職

金を支給する。ただし、勤続 1年未満の者には退職金を支給しない。また、第 52条第 2

項により懲戒解雇された者に対しては、退職金の一部を支給しないことがある。

2.継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再

雇用については退職金を支給しない。

3.次の各号のいずれかに該当する職員に対しては、中退共の加入は適用しない。

① 期間を定めて雇われている者

② 試みの雇用期間中の者
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③ 体職期間中の者

④ 定年などで短期間内に退職することが明らかな者

(退職金の額)

第 49条 退職金の額は、中退共の掛金に応 じて定められた支給額の金額とする。

2 掛金は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮 して各人別に会長が決定す

る。

(退職金の支払方法及び支払時期)

第 50条 退職金は、支給事由の生じた日から2か月以内に、退職 した職員 (死亡による退

職の場合はその遺族)に対して支払 う。

第 9章 制裁

(懲戒の種類)

第 51条 協会は、職員が次のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分によ

り懲戒を行う。

① 訓戒  始末書を提出させて将来を戒める。

② 減給  始末書を提出させて減給する。ただし、減給は 1回の額が平均賃金の 1

日分の 5割を超えることはなく、また、総額が 1賃金支払期間における賃

金総額の 1割を超えることはない。

③ 出勤停止  始末書を提出させるほか、10日 間を限度として出勤を停止し、その

間の賃金は支給しない。

④ 普通解雇  第 47条第 2項に定める手続きにより解雇する。

⑤ 懲戒解雇  即時に解雇する。

(懲戒の事由)

第 52条 職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、訓戒、減給、出勤停止又は

普通解雇とする。

① 正当な理由なく無断欠勤 3日 以上に及ぶとき。

② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。

③ 故意に業務の能率を阻害し、又は業務の遂行を妨げたとき。

④ 過失により災害事故を引き起こし、又は設備、備品を損壊するなど協会に損害を

与えたとき。

⑤ 協会の許可なく協会の物品を持ち出したとき。

⑥ 素行不良で協会内の秩序または風紀を乱したとき。

⑦ 飲酒運転をし、又は飲酒運転をほう助する行為があったとき。

③ 第 10条、第 11条、第 12条又は第 13条に違反したとき。

⑨ その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。

2 職員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度

12



その他情状によつては、前条に定める普通解雇、減給又は出勤停止とすることがある。

① 正当な理由なく無断欠勤5日 以上に及び、出勤の督促に応じないとき。

② しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、再三にわたつて注意を受けても改めな

いとき。

③ 協会内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行つたとき、又は

これらの行為が協会外で行われた場合であっても、それが著しく協会の名誉若しく

は信用を傷つけたとき。

④ 故意又は重大な過失により協会に多大な損害を与えたとき。

⑤ 素行不良で著しく協会内の秩序又は風紀を乱したとき (セ クシュアルハラスメン

トによるものを含む。)。

⑥ 重大な経歴詐称をしたとき。

⑦ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若し

くは求め、又は供応を受けたとき。

③ 私生活上の非違行為や協会に対する正当な理由のない誹謗中傷等によつて、協会

の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼしたとき。

⑨ 正当な理由なく協会の業務上重要な秘密を外部に漏洩して協会に損害を与え、又

は業務の正常な運営を阻害したとき。

⑩ その他前各号に準ずる重大な行為があったとき。

(変更)

第 53条 この規則の変更は、会長が定める。

附 則

1 この規則は、平成 29年 5月 12日 から適用する。

2 この規則の変更は、令和 3年 5月 1日 から適用する。
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書式第 17号 (法第 55条関係)

利活動促進法第 54 2

法人名 特定非営利活動法人日本ハビタット協会 事 業 年 度 2020年 4月 1日 ～2021年 3月 31日

3 る事項を記載した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

金    額

489,CЮ O円

収 益 源 泉 の 内 訳

受取会費

受取寄付金 4,210,161円

受取助成金 2,930,CЮ O円

事業収益 (広報) 104,062円

事業収益 (受託事業) 8,480,CЮO円

外貨販売収入 180,000円

△
ロ 計

桑チョコレー ト販売収入

雑収益

桑パウダー販売収入

受取利息

Tシャツ販売収入

861,310円

19,896,469円

147,930円

円

12,100円

円

324円

円

2,481,582円

収益 の明細

(2)借入金の明細

該当なし

′劉L
l日 入 先 金    額

該当なし 円

円

円

円

円

△
口 計 円

(3)その他



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

る料金及び条件等

資産の貸付けに係

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

係る料金及

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

ら までの取引 口 役員等との取引]

譲渡資産の内容等譲 渡 価 格
譲 渡

年月 日
住所又は所在地

法人との

関  係
取引先の氏名等

円該当なし

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引金額 取 引 内 容 等氏名又は名称 住所又は所在地

8,480,000 FI] 委託事業収益 (ケニア)

2,800,000円 助成金 (ラ オス)

335,036円 外貨交換

180,000円 外貨販売

140,000円 寄付金

(1)収益の生ずる取 |の 5者

(2)費用の生ずる取 |の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸 産を含む。)

取 引 内 容 等取引金額住所又は所在地氏名又は名称
海外活動諸費 (ケ ニア/スマイル ト

イレプロジェクト)
4,392,060円

1,583,694円
海外活動諸費 (ケ ニア/環境保全事

業、こどもの生活環境改善事業)

家賃1,440,000円

業務委託528,889円

寄付金 (国連ハビタット福岡
500,000円



ロ け

ハ む。)

員[たヒυノ」目

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等法人との

関  係
取引先の氏名等 住所又は所在地

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附:者に関する事:項|[④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る )の氏名並びに 日

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

5 給与の総額等に関する の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

6人 7,731,605円



支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

2021.1。 29
国連ハビタット福岡

本部支援
500,000円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計
円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに

その実施日]

実  施  日 使 途 金   額

2020.07.09

2020.08.13

2020.09.29

2020。 11.10
|

|

2021.01.15

260,000

1,410,000円

727,502円

1,300,000円

490,651円

2021.02.08

2021.02.26

820,000円

157,106円

円

円

円



書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) 靱 莉

(注意1中Q
・ 認定基準等チェック表 (第 3つ :よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程申提出響D(劇田当時においても融 び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たって:よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等悧出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 日本ハビタット協会 チェッタ欄

3運営組織及び経理に関して次にl局げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の 1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

′

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又I澳帳簿書類の備付け、取引の記

録及」根簿癬爛劇圏劇こついて青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄D人螂中よ 第3表付表1「役員の状況」から転配してくださしヽ

③l及α〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い『親族等」の

グループの人

数

割 合

⑫÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

③
""年

4月 1日～
"21年

3月 31日
21人 0人 0% 2人 9.5%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

:まい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

上記を証する書類の名称とその内容等



ヽ
ノ

項
日
【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申訪部時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

dE
はい

いいえ

はセヽ

いいえ

はい

いいえ

は い

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び隈簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

は い はい

いいえ

はい

いいえ

は い

いいえ いいえ いいえ

は い

いいえ

は い

いいえ

項
口
曰 ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申言郭寺

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有(0 有・無 有・無 有・無 有 。無 有 。無 有・無

ハ

囲獲
=コ

めて記載する必要はありません。

第3表 (りCD

って:よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬M程専婦出書類)に記載した事項について、改

3エ

記 載 要 領 注 意 事 項
項    目

イの各欄 区分欄の「⑥～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記哉します。

第3表付表1「役員の状況」を調裁して、輌①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。 「上記を証する書類の名称とその内容

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄に:よ 例え 等」欄には証する書類の内容を文言のと

ば、「定款 (又は会則)第○条に『各正会員の表決権|ム おりに記載します。

とする』 のよう

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。 ① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「L塾可

1■」

`⊇

』__Lと」量貪」こ1」聾董奎國国堕1麗E壺二重S

付し二生だ豊壼L
② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び隈簿書類の保存を青色申告法人に準

なお、輌③」から輌①」について|よ イに講 る各期

間 (輌③りから「①」)を示したものです。

じて行っている」o l-ltvrt l:. lQ1

した塑養主墜:L!L_`箋 :旦塁壺:」:羞三:L_11医 :饗聾曇

壺塾:2」歯堕]」__`菫重:壺1こL`至 :壺」」[2:⊆_≦.」二重

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、l③りから RDり について|ム イに講 る各期

(「③りから を示した

○ 二において、「費途が明らかでないもの」と|よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力斗こしない支出がある場合も、当然に「費道り`明らかでないもの」があることになり、認1定を受けることはできません。



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名 日本ハビタット協会 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 21人 人 人 人 人 人 人

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数
0人 人 人 人 人 人 人

② 最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれ らの

者の親族等」のグループの人数

2人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等 就任 。退任
④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 囲

麻生 渡 理事 O 2012.15.23-就 任

中村 徹 理事 O 2002.11.1-就 任

角田 マリ 理事 ○ 2002.11.1-就 任

滝澤 進 理事 O 2014.11.5-就 任

山本 博子 理事 ○ 2008.4.21-就 任

浅見 員 理事

伊木 常昭 理事

大西 隆 理事

久保田 勇夫 理事

久山 純弘 理事

佐藤 昭二 理事

竹本 直一 理事

津上 賢治 理事

橋本 久美子 理事

伴 裏 理事

⌒
∪

|

O

〇

O

O

|

|

2008.10.10-lt任

2008.4.21-就 任

2002.11.1-就 任

2002.11.1-就 任

2010.5.17-就 任

〇

O

2008.4.21-就 任

2002.11.1-就 任

2016.5.16-就 任

2008.4.21-就 任

2008.4.21-就 任

0

○

⌒
_ヽ′



廣野 良吉 理事 O

マクリ 美幸 理事 ○

牟田 慎一郎 理事 O

守谷 庸枝 理事 0

古川 弘信 理事 ○

武濤 研二郎 理事 O

角田 雅彦 監事 O

2002.11.1-就 任

2012.5.23-就 任

2010.5.17-就 任

2008.4.21-就 任

2020.5.1∈ 就任

2017.5.1← 就任

2020.5.15-う 量'自E

2012.4.4-就 任

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事

項について、添付を省略することができます。



書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(:1曰||lilllll:lll:1111:lil)

・ 略覇取贈颯簿名」欄た 例えば『入金伝鷹ヨ、「出剣日和、「

…

、:覇金出糊駒、「総勘定元根」などのように配載します。

・ 『左の幅簿等の形態」欄よ「単凛」、『ルーズリーフ』、『装T根簿」などのように記載します。

・ 「記幅の時期』襴よ『随時」、「毎日」、『―週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間DI更新の申睛に当たつて:よ 法第5条第1項に基づく書類

がないとき|ム 添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳
会計ソフトOPO法人)使用

ルーズリーフ

毎月 7年

出金伝票・入金伝票・振替伝票 単票 毎 日 7年

エクセル使用

賃金台帳 毎月 7年

ルーズリーフ

仕訳日記帳
会計ソフト(会計王)使用

ルーズリーフ

毎月 7年

(役員報酬規秘嘲囲川日Dに記載した内容に変更



法人名 特1定非断 l撚覇覇去1人 日本ハビタット協会 チェッタ欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人 と して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

申詳押寺① ◎ ①項
日
Ｈ ③ ⑤ ◎

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教fヒ育成する活動
有・⑬有。③ 有 。無有・ 無 有 。無有 。無 有 ・ 無

有・ 無 有 ・有 。無 有・ 無有 。無 有・ 無

有。① 有。①有 。無 有 ・ 無有 ・ 無 有・ 無 有 ・ 無

有 。

に反対する活動

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

回

項
日

【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申市静庁

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の閃1雅 当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の禾:盟tの供与の有無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職 にある者に対する寄附の

有無

有① 有・無 有。無 有。無 有。無 有・無 有③

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有①

有 。無 有 。無 有 。無 有。無 有 。無 有(D

有 。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有③

有①

有①

有Q

蔀 聯 10号 (法第44条・51条・58条関傷0

認定基準等チエック表  (第 4表 ) 【極藁】

(注意l中D
。 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 :よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員1輌酬規程等提出書類)の提出時においても配職

及び添付する必要があります。その場合、『認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 0ヽ崚び二)の配載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第関条第 1項:二基づく書類 (役員欄酬規程等腱出:日欄)に配載した事項につい

て、添付を省略することができます。



法人名 特定非営禾1雁置法人 日本ハビタット1舟会

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する犠

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

□正ヨ図
=□

冨菱麗ヨ裏■醸調

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、 る事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

チェッタ欄

/

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に:よ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

のI事務所において閲覧させ・ることに同意する。

※回覧に関する細則 (社内側D等がある場合に:よ その細則 (袖内側船 等を添付してくださしヽ

同  意

⊂ ⊃ しない

イ

① 難 書等 停礫報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書iD

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又国職員給与の支給に関する規程

次の事項を記載した書類

① 収益の源味別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び睫途懃酬こその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

ホ

蔀 聯 13号 (法第44条・51条・58条関的

ェック 5

∝簿申D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員欄酬胡程等提出書類)の提出時に配載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



蔀 悌 14号 (法第44条・51条。58条関n

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営禾:雁置法人 日本ハビタットi議会

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表 )

(注憩蜘∞

・ 法第55条第 1項に基づく書類

は、記載する必要はありません。

(役員報酬規程率□出書類)の提出時に当たって|よ 認定基準等チェック表 (第 6表及び第81D

・ 認定の有効期間の更新の申睛に当たつては、認定基準等チェック表 (第6表及び第8表)の田職の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程申提出書類)に記載した事項について、改めて記職する必要はありません。

6 28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法1第 囲条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 缶 有 ・ 無 有 征 有 任 有 征
有 任

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為によりイ可らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表):よ 法第関条第1項に基づく書類 □Eヨ回夏□EEE□圧
=亜

四

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 ・ ① 有 任 有 征 有 ・ 無 有 征 有 ・ 無 有 0無

旺証亜亜到した日を含む事業年度の初日におしヽて その設立の□以後 1 年を超える期間が経過し
チ ツク□

日

ていること

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第15号 (法第44条・51条。58条関輸

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 日本ハビタット協会 チェック欄

′は認定、特例認定又国認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り
た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1 年内に当該認定特定非営利活動法人又は当酸特

しの日から5年を経過しないもの
口 禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等田 )若

したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成長等磯2)

2認 定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しなしヽ法人 (認

しく

5 日から
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は黒力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のレ

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非者

"脂
動法知 摯渤!認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定

特定緒 :幡動法人又は当該特顔』認1定特定非営稲 動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から 者ヽの有無

禁銅以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無

有 。①

有・⑩

特定非営禾!括コ促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に販 したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

Q有

有暴力団の構成員等の有無

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい <亜亜2)

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 はい・⊂π可わ

4 国税又は地方税の滞継拠分'α澤喀動 さ`れているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過
はいく巨壼カしなセ

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記4壼墜壺コ圏塑鰐肇謹塾壁望強睦』塑土菫璽置』書

墜:の生 並奎:こ墜!医:趣:道]堕:墨:型:蔓:丞ig:童1区!聖!□L量:壁LL奎壁と量壁上滞納処分に係る納税証明書を添付すること

(注 1)その他の事務所がある場.舗よ その他の事務所所在の淵腑験必)に係る納税証明書も添付すること

添付

書類

5 しない法人 は い

6 次のいずれ力ヽこ該当する法人

暴力団 はい い諷れも

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はいく亜ごう


